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欧
米
に
お
け
る
住
宅
政
策
の
動
向

海
老
塚
良
吉
（
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
住
宅

都
市
総
合
研
究
所
）

世
界
の
住
宅
政
策
は

「

」
戦
略

、

enabling

に
大
き
く
は
変
化
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
公
的
主
体
は
「

（
住
宅
の
供

provider

」

給
者
）
か
ら
「

」(

人
々
に
力
を
つ

enabler

け
る
よ
う
に
制
度
作
り
を
す
る
者
）
へ
と
変

化
し
つ
つ
あ
る
。
日
本
で
も
、
従
来
の
公
的

直
接
供
給
等
を
中
心
と
し
た
住
宅
政
策
の
体

系
が
見
直
さ
れ
て
、
住
宅
市
場
の
機
能
を
活

用
し
た
政
策
体
系
の
構
築
が
必
要
と
さ
れ
、

公
的
主
体
は
市
場
の
条
件
整
備
や
誘
導
、
補

強
・
補
完
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
英
米
独
仏
の
４
カ
国
に
お
い

て
、
現
在
、
ど
の
よ
う
な
住
宅
政
策
が
展
開

、

、

。

さ
れ
て
い
る
の
か

比
較

検
討
し
て
み
た

そ
し
て
、
公
営
住
宅
に
代
わ
っ
て
非
営
利
民

間
組
織
が
社
会
住
宅
（
低
所
得
者
向
け
に
政

策
的
に
供
給
さ
れ
る
住
宅
）
の
担
い
手
と
し

て
台
頭
し
て
い
る
こ
と
、
社
会
住
宅
に
対
し

て
国
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
補
助
を

行
い
地
方
公
共
団
体
も
様
々
な
便
宜
を
図
っ

て
い
る
こ
と
、
住
宅
補
助
の
中
心
が
住
宅
に

対
す
る
補
助
よ
り
世
帯
に
対
す
る
補
助
に
あ

る
こ
と
な
ど
の
状
況
を
紹
介
し
た
い
。

社
会
住
宅
の
供
給
組
織

住
宅
政
策
の
第
一
の
焦
点
は
低
所
得
者
の

住
宅
問
題
で
あ
る
。
低
所
得
者
向
け
に
政
策

的
に
供
給
、
管
理
さ
れ
て
い
る
社
会
住
宅
の

全
住
宅
に
占
め
る
比
率
は
、
ア
メ
リ
カ
の
二

％
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
二
十
四
％
ま
で
大
き
な

差
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
各
国
と
も
一
定
の

数
が
近
年
も
保
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
営
利

を
目
的
と
し
た
住
宅
供
給
だ
け
で
は
、
低
所

得
者
の
住
宅
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
困
難

と
の
認
識
が
各
国
と
も
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ
の
全
住
宅
数
九
千
五
百
万
戸
の

う
ち
、
持
ち
家
は
六
五
％
で
残
り
は
借
家
で

あ
る
。
低
所
得
者
向
け
の
公
営
住
宅
は
全
住

．

（

）
。

宅
の
一

四
％
と
少
な
い

一
九
九
三
年

ア
メ
リ
カ
の
公
営
住
宅
は
、
一
九
八
一
年

に
は
三
万
戸
あ
ま
り
新
規
に
建
設
さ
れ
て
い

た
が
、
八
〇
年
代
に
急
速
に
建
設
戸
数
が
削

減
さ
れ
現
在
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
。
公
営

住
宅
建
設
の
削
減
は
、
共
和
党
、
民
主
党
の

い
ず
れ
の
政
権
下
で
も
採
用
さ
れ
、
取
り
壊

し
や
払
い
下
げ
に
よ
り
公
営
住
宅
の
ス
ト
ッ

ク
数
は
少
し
づ
つ
減
少
を
始
め
て
い
る
。
代

わ
っ
て
非
営
利
民
間
組
織
で
あ
る
Ｃ
Ｄ
Ｃ

c（

o
m
m
u
n
i
t
y

d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n

）

が
低
所
得
者
向
け
の
住
宅
供
給
の
担
い
手
と

な
っ
て
い
る
。
Ｃ
Ｄ
Ｃ
の
毎
年
の
供
給
戸
数

は
約
三
万
戸
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
新
規
住
宅

建
設
戸
数
の
二
％
程
度
を
占
め
て
い
る
。
ア

メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｄ
Ｃ
は
ス
ト
ッ
ク
数
が
約
四
十

万
戸
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

公
営
住
宅
と
Ｃ
Ｄ
Ｃ
を
合
計
し
た
社
会
住
宅

の
ス
ト
ッ
ク
は
全
住
宅
の
二
％
弱
、
フ
ロ
ー

も
二
％
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
社
会
住

宅
の
比
率
は
小
さ
い
も
の
の
現
行
の
水
準
を

し
ば
ら
く
は
維
持
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
独

立
し
た
外
局
で
あ
る
地
方
住
宅
庁
（l

o
c
a
l

h
o
u
s
i
n
g

a
u
t
h
o
r
i
t
y

）
が
公
営
住
宅
を
供

給
・
管
理
し
て
い
る
。
建
設
・
管
理
業
務
を

実
施
す
る
の
は
地
方
組
織
で
あ
る
が
、
そ
の

費
用
は
原
則
と
し
て
国
が
全
額
を
負
担
し
、

地
方
公
共
団
体
は
公
営
住
宅
の
費
用
負
担
を

本
来
的
に
は
す
る
必
要
が
な
い
。
住
宅
は
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
し
て
国
が
財
政
的

な
支
出
を
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｄ
Ｃ
は
全
国
に
約
二
千
団

体
が
あ
る
が
、
そ
の
大
部
分
は
一
定
の
地
域

を
対
象
と
し
て
年
間
数
十
戸
以
下
の
住
宅
を

供
給
す
る
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織

が
多
様
な
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
賃
貸
住

宅
が
一
般
的
に
は
多
い
が
、
持
ち
家
を
中
心

に
供
給
し
て
い
る
組
織
も
あ
り
、
活
動
形
態

も
住
宅
供
給
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
の
経
済

社
会
開
発
を
目
標
と
し
て
幅
広
く
活
動
し
て

い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
住
宅
建
設
等
の
事

業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
連
邦
政
府
は
Ｃ

（

）

Ｄ
Ｂ
Ｇ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
一
括
補
助
金

等
に
よ
り
建
設
費
の
補
助
を
す
る
他
に
、
Ｌ
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Ｉ
Ｈ
Ｔ
Ｃ
（
低
所
得
者
向
け
住
宅
税
控
除
）

を
通
じ
て
、
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
は
建
設
費

用
の
半
分
程
度
を
補
助
し
て
い
る
。
用
地
に

つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｃ
が
通
常
活
動
し
て
い
る

よ
う
な
荒
廃
地
域
の
場
合
は
、
地
方
公
共
団

体
が
所
有
し
て
い
る
所
有
権
放
棄
さ
れ
た
土

地
を
無
償
で
提
供
す
る
な
ど
、
便
宜
を
図
っ

て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス

イ
ギ
リ
ス
の
全
住
宅
数
は
二
千
四
百
万
戸

で
あ
り
、
持
ち
家
が
六
十
七
％
、
民
営
借
家

が
九
．
九
％
を
占
め
て
お
り
、
公
営
住
宅
が

十
八
．
九
％
、
民
間
非
営
利
組
織
の
住
宅
協

会
の
借
家
が
四
．
三
％
を
占
め
て
い
る
。
公

営
住
宅
と
住
宅
協
会
を
合
計
し
た
社
会
住
宅

の
ス
ト
ッ
ク
は
全
住
宅
の
二
十
三
％
と
な

る
。新

規
の
公
営
住
宅
の
年
間
建
設
戸
数
は
二

千
戸
あ
ま
り
で
全
住
宅
の
フ
ロ
ー
十
七
．
七

万
戸
の
一
％
で
あ
る
。
住
宅
協
会
の
新
規
建

．

。

設
戸
数
は
三

三
万
戸
で
十
九
％
を
占
め
る

二
つ
を
合
計
し
た
社
会
住
宅
の
フ
ロ
ー
は
全

住
宅
の
二
十
％
を
占
め
て
い
る
（
一
九
九
五

年
、G

r
e
a
t

B
r
i
t
a
i
n

。
イ
ギ
リ
ス
で
は

）

公
営
住
宅
の
居
住
者
へ
の
払
い
下
げ
や
住
宅

協
会
へ
の
移
管
が
続
い
て
お
り
、
ま
た
、
フ

ロ
ー
の
比
率
は
ス
ト
ッ
ク
の
比
率
よ
り
も
小

、

。

さ
く

社
会
住
宅
全
体
は
減
少
傾
向
に
あ
る

イ
ギ
リ
ス
で
は
地
方
公
共
団
体
の
住
宅
部

局
が
公
営
住
宅
を
供
給
・
管
理
し
て
い
る
。

そ
の
費
用
は
原
則
と
し
て
国
が
全
額
を
負
担

し
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
、
地
方
公
共
団
体

は
公
営
住
宅
の
費
用
負
担
を
本
来
的
に
は
す

る
必
要
が
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
住
宅
協
会
は
、
二
千
三
百
団

体
（
一
九
九
三
年
、
住
宅
公
庫
に
登
録
）
あ

る
が
、
職
員
数
が
五
十
人
を
越
え
る
組
織
は

二
百
団
体
に
満
た
な
い
。
大
部
分
の
住
宅
協

会
は
特
定
の
都
市
の
一
定
地
域
を
対
象
と
し

て
活
動
し
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
年
間
二
十
万
戸
あ

ま
り
建
設
さ
れ
て
い
た
公
営
住
宅
で
あ
る

が
、
八
〇
年
代
に
は
一
万
戸
以
下
に
減
少
し

た
。
公
営
住
宅
は
一
九
八
〇
年
に
は
全
住
宅

ス
ト
ッ
ク
の
三
十
％
以
上
を
占
め
て
い
た

が
、
現
在
で
は
二
十
％
以
下
に
減
少
し
、
現

在
の
労
働
党
政
権
も
こ
の
傾
向
を
続
け
て
い

る
。
し
か
し
、
毎
年
の
公
営
住
宅
の
建
設
が

削
減
さ
れ
た
分
を
、
非
営
利
組
織
の
住
宅
協

会
が
穴
埋
め
を
し
て
い
る
。
公
営
住
宅
の
住

宅
部
局
が
管
理
し
て
い
る
団
地
ご
と
移
管
す

（

）

る
と
い
う
Ｌ
Ｓ
Ｖ
Ｔ

大
規
模
自
主
的
移
管

や
そ
れ
よ
り
も
規
模
の
小
さ
い
Ｌ
Ｈ
Ｃ
（
地

方
住
宅
会
社
）
と
呼
ば
れ
る
住
宅
協
会
の
新

し
い
タ
イ
プ
の
組
織
が
受
け
皿
と
し
て
設
立

さ
れ
て
い
る
。

住
宅
協
会
の
住
宅
建
設
に
対
し
て
は
、
国

は
住
宅
公
庫
を
通
じ
て
Ｈ
Ａ
Ｇ
（
住
宅
協
会

補
助
金
）
を
支
給
し
て
き
た
。
一
九
八
八
年

以
前
は
開
発
コ
ス
ト
の
八
十
％
～
九
十
％
を

補
助
し
て
い
た
が
九
四
年
度
に
は
六
十
二
％

に
減
少
し
て
い
る
。
減
少
し
た
と
は
い
え
コ

ス
ト
の
半
分
以
上
を
国
が
補
助
し
て
社
会
住

宅
の
低
家
賃
を
実
現
し
て
い
る
。
住
宅
協
会

の
開
発
用
地
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体

は
公
有
地
の
無
償
に
近
い
提
供
を
行
っ
た

り
、
民
間
開
発
の
許
可
条
件
に
住
宅
協
会
へ

の
用
地
無
償
提
供
を
入
れ
る
な
ど
の
支
援
を

行
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
の
全
住
宅
数
は
三
千
三
百
万
戸
で

持
ち
家
が
三
十
九
％
、
民
営
借
家
が
五
十
三

％
、
公
的
助
成
を
受
け
て
い
る
社
会
住
宅
が

八
．
三
％
と
な
っ
て
い
る(

一
九
九
三
年

。
）

社
会
住
宅
の
新
規
の
住
宅
建
設
戸
数
は
十

五
万
戸
（
最
も
低
家
賃
と
な
る
第
一
促
進
が

こ
の
内
四
万
戸
）
で
あ
り
、
全
住
宅
の
フ
ロ

ー
五
十
五
．
三
万
戸
の
二
十
六
％
（
第
一
促

進
の
み
な
ら
七
％
）
を
占
め
て
い
る
（
一
九

九
五
年

。
社
会
住
宅
の
新
規
の
建
設
戸
数

）

は
一
九
八
七
年
に
は
四
万
戸
（
全
住
宅
の
二

十
％
）
と
少
な
か
っ
た
も
の
の
九
〇
年
代
に

向
け
て
増
加
し
、
東
ド
イ
ツ
と
の
合
併
後
は

十
五
万
戸
前
後
の
社
会
住
宅
を
建
設
し
て
い

る
。ド

イ
ツ
で
は
非
営
利
民
間
組
織
で
あ
る
公

益
住
宅
企
業
が
社
会
住
宅
の
主
要
な
担
い
手

で
あ
る
。
住
宅
の
公
益
性
に
関
す
る
法
律
が

一
九
九
〇
年
に
住
宅
市
場
の
競
争
を
歪
め
て

い
る
等
の
理
由
か
ら
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
公

益
住
宅
企
業
は
か
つ
て
の
課
税
免
除
な
ど
の
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特
権
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
法
律
は
廃
止
さ

れ
た
も
の
の
自
治
体
出
資
企
業
等
の
前
公
益

住
宅
企
業
は
社
会
的
な
目
的
を
持
っ
て
現
在

も
活
動
を
続
け
て
お
り
、
社
会
賃
貸
住
宅
の

三
分
の
二
を
管
理
し
て
い
る
。
残
り
の
社
会

住
宅
は
、
個
人
家
主
や
民
間
企
業
が
管
理
し

て
い
る
。
社
会
住
宅
は
、
公
的
融
資
の
繰
り

上
げ
償
還
や
一
定
の
期
限
が
過
ぎ
た
り
す
る

こ
と
に
よ
り
市
場
家
賃
に
な
る
が
、
一
定
の

数
を
保
持
し
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
前
公
益
住
宅
企
業
は
約
三
千
団

体
（
一
九
九
四
年
、
住
宅
事
業
総
連
合
会
）

あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
は
じ
め
に
は
四
十

万
戸
あ
ま
り
の
住
宅
を
管
理
し
た
ノ
イ
エ
・

ハ
イ
マ
ー
ト
と
い
う
公
益
住
宅
企
業
が
あ
っ

た
が
、
購
入
土
地
の
遊
休
化
と
分
譲
住
宅
の

空
き
家
が
経
営
悪
化
の
原
因
と
な
っ
て
一
九

八
九
年
に
解
散
し
、
各
地
の
公
益
住
宅
企
業

に
分
割
し
て
住
宅
が
移
管
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
の
社
会
住
宅
で
は
、
た
と
え
ば
第

一
促
進
の
社
会
住
宅
の
場
合
、
市
場
家
賃
の

三
分
の
一
以
下
の
家
賃
を
設
定
さ
れ
て
も
経

営
収
支
が
均
衡
で
き
る
程
度
の
補
助
及
び
低

利
融
資
が
連
邦
及
び
州
政
府
か
ら
行
わ
れ
て

い
る
。

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
の
全
住
宅
ス
ト
ッ
ク
二
千
二
百

万
戸
の
う
ち
持
ち
家
が
五
十
四
％
、
民
営
借

家
が
二
十
一
％
、
非
営
利
民
間
組
織
で
あ
る

Ｈ
Ｌ
Ｍ
（
適
正
家
賃
住
宅
）
組
織
な
ど
の
管

理
し
て
い
る
社
会
住
宅
が
十
七
％
を
占
め
て

い
る
（
一
九
九
二
年

。
）

新
規
の
Ｈ
Ｌ
Ｍ
住
宅
の
建
設
戸
数
は
、
年

間
五
～
六
万
戸
（
一
九
九
三
年
～
九
五
年
）

で
全
住
宅
の
建
設
戸
数
二
十
九
万
戸(

一
九

九
五
年
）
の
約
十
七
％
を
占
め
、
社
会
住
宅

は
一
定
の
数
を
維
持
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
社
会
住
宅
の
主
要
な
担
い

手
は
Ｈ
Ｌ
Ｍ
（
適
正
家
賃
住
宅
）
組
織
で
あ

り
社
会
住
宅
の
９
割
を
管
理
し
て
い
る
。
残

り
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
等
が
出
資
し
て

設
立
し
て
い
る
経
済
混
合
会
社
（
Ｓ
Ｅ
Ｍ
）

が
管
理
し
て
い
る
。
Ｈ
Ｌ
Ｍ
組
織
は
、
全
国

で
九
百
あ
ま
り
あ
り
、
一
定
の
都
市
地
域
を

対
象
と
し
た
活
動
を
し
て
い
る
。
中
央
集
権

的
な
国
で
あ
る
が
、
住
宅
に
つ
い
て
は
地
方

組
織
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
。
一
組
織
当
た

り
の
従
業
員
数
は
平
均
百
人
程
度
で
あ
る
。

現
在
、
Ｈ
Ｌ
Ｍ
公
社
か
ら
、
Ｈ
Ｌ
Ｍ
組
織
の

一
つ
で
あ
る
、
都
市
開
発
事
業
な
ど
業
務
範

囲
の
広
い
都
市
整
備
公
社
（
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
に

組
織
を
転
換
す
る
動
き
が
あ
る
。
社
会
住
宅

で
生
じ
た
赤
字
を
収
益
事
業
で
埋
め
合
わ
せ

よ
う
と
す
る
こ
と
が
転
換
の
一
つ
の
動
機
で

あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
社
会
住
宅
供
給
組
織
は
、
賃

貸
住
宅
助
成
貸
付
（
Ｐ
Ｌ
Ａ
）
の
低
利
融
資

及
び
こ
れ
と
連
動
す
る
国
の
補
助
金
（
総
事

業
費
の
十
二
％
程
度
）
等
を
用
い
て
新
規
住

宅
建
設
を
行
っ
て
い
る
。
一
九
九
六
年
か
ら

従
来
の
補
助
金
を
付
加
価
値
税
（
Ｔ
Ｖ
Ａ
）

の
軽
減
で
置
き
換
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
実

質
的
に
変
わ
ら
な
い
。
よ
り
低
所
得
者
を
対

象
と
し
た
社
会
住
宅
で
は
総
事
業
費
の
二
十

％
相
当
の
補
助
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
付
加
価

値
税
の
軽
減
に
加
え
て
補
助
金
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
一
方
、
地
方
公
共
団
体
は
Ｈ
Ｌ
Ｍ

に
対
し
て
、
建
設
用
地
の
提
供
、
補
助
金
の

給
付
等
を
選
択
的
に
行
っ
て
い
る
。

日
本日

本
で
は
全
住
宅
数
四
千
万
戸
の
う
ち
、

持
ち
家
が
六
十
一
％
、
民
営
借
家
が
三
十
二

％
、
公
営
住
宅
五
．
一
％
、
公
団
公
社
の
借

家
が
二
．
一
％
と
な
っ
て
い
る
（
一
九
九
三

年

。
公
営
住
宅
と
公
団
公
社
の
借
家
を
合

）
計
し
た
社
会
住
宅
の
比
率
は
七
％
と
な
り
、

ア
メ
リ
カ
の
二
％
よ
り
は
大
き
い
も
の
の
ド

イ
ツ
と
同
じ
程
度
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス

の
半
分
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

住
宅
予
算
の
比
較

住
宅
政
策
が
、
ど
の
分
野
に
重
点
的
に
展

開
さ
れ
て
い
る
か
を
見
る
に
は
、
住
宅
予
算

を
対
象
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
一
つ
の
有

効
な
方
法
で
あ
る
。
予
算
制
度
は
各
国
に
よ

り
違
い
が
あ
り
厳
密
な
分
析
は
困
難
で
あ
る

が
、
国
の
支
出
す
る
住
宅
予
算
と
社
会
福
祉

部
門
か
ら
住
宅
関
連
予
算
、
国
の
住
宅
関
連

減
税
を
対
象
と
し
て
比
較
検
討
を
行
っ
て
み

よ
う
。
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ア
メ
リ
カ
の
住
宅
予
算
は
二
百
四
十
五
億

ド
ル
、
こ
の
う
ち
、
公
営
住
宅
に
六
十
三
億

ド
ル
、
借
家
の
家
賃
補
助
に
百
億
ド
ル
な
ど

が
使
わ
れ
て
い
る
。
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の

住
宅
関
連
の
減
税
と
し
て
八
百
億
ド
ル
が
あ

り
、
合
計
し
た
住
宅
関
連
支
出
は
国
民
一
人

当
た
り
五
万
二
千
円
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の

住
宅
政
策
は
持
ち
家
に
対
す
る
大
き
な
減
税

が
特
徴
の
一
つ
で
、
住
宅
関
連
支
出
の
七
十

七
％
が
持
ち
家
に
、
六
％
が
公
営
住
宅
に
、

十
％
が
民
間
借
家
振
り
向
け
ら
れ
て
い
る
。

公
営
住
宅
の
ス
ト
ッ
ク
は
全
住
宅
の
二
％
弱

で
あ
る
た
め
公
営
住
宅
に
は
平
均
の
約
三
倍

の
手
厚
い
支
出
配
分
が
あ
り
、
持
ち
家
に
は

一
．
二
倍
、
借
家
に
は
０
．
三
倍
の
支
出
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
住
宅
予
算
は
七
十
九
億
ポ
ン

ド
、
社
会
保
障
費
か
ら
の
家
賃
補
助
関
連
の

予
算
が
三
十
三
億
ポ
ン
ド
加
え
ら
れ
、
こ
れ

ら
が
、
公
営
住
宅
に
五
十
三
億
ポ
ン
ド
、
住

宅
協
会
に
二
十
億
ポ
ン
ド
、
民
間
借
家
の
家

賃
補
助
に
三
十
三
億
ポ
ン
ド
な
ど
支
出
さ
れ

て
い
る
。
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の
住
宅
関
連

の
減
税
と
し
て
五
十
二
億
ポ
ン
ド
が
あ
り
、

合
計
し
た
住
宅
関
連
支
出
は
国
民
一
人
当
た

り
四
万
八
千
円
と
な
る
。
公
営
住
宅
が
急
速

に
減
少
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
住
宅
関
連
支

出
の
三
十
二
％
が
公
営
住
宅
に
、
十
二
％
が

住
宅
協
会
に
、
二
十
％
が
民
間
借
家
に
、
三

十
二
％
が
持
ち
家
に
支
出
さ
れ
て
い
る
。
全

住
宅
の
ス
ト
ッ
ク
の
比
率
で
割
り
戻
せ
ば
、

最
も
手
厚
い
補
助
を
受
け
て
い
る
の
は
住
宅

協
会
の
住
宅
で
全
住
宅
平
均
の
四
倍
で
あ

り
、
民
間
借
家
も
二
．
五
倍
と
多
く
、
公
営

住
宅
は
一
．
六
倍
、
持
ち
家
が
０
．
五
倍
と

な
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
住
宅
予
算
は
八
十
二
億
マ
ル

ク
、
社
会
保
障
費
か
ら
の
住
宅
手
当
関
連
の

予
算
は
な
く
、
住
宅
関
連
減
税
が
二
十
八
億

マ
ル
ク
加
え
ら
れ
、
合
計
し
た
住
宅
関
連
支

出
は
国
民
一
人
当
た
り
一
万
四
千
円
と
な

る
。
ド
イ
ツ
で
は
連
邦
政
府
の
他
に
州
政
府

か
ら
の
か
な
り
の
金
額
の
住
宅
予
算
が
支
出

さ
れ
て
い
る
が
こ
の
統
計
で
は
こ
れ
が
含
ま

れ
て
い
な
い
た
め
に
他
の
欧
米
諸
国
に
比
べ

て
少
な
い
金
額
に
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に

つ
い
て
は
、
予
算
の
内
訳
を
住
宅
の
所
有
関

係
別
に
分
析
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、

住
宅
に
対
す
る
補
助
が
三
十
一
億
マ
ル
ク
、

持
ち
家
を
含
む
世
帯
に
対
す
る
住
宅
手
当
が

三
十
六
億
マ
ル
ク
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
住
宅
予
算
は
四
百
五
十
七
億

フ
ラ
ン
、
社
会
保
障
費
か
ら
の
住
宅
手
当
関

連
の
予
算
が
二
百
二
十
七
億
フ
ラ
ン
加
え
ら

れ
、
さ
ら
に
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の
住
宅

関
連
の
減
税
と
し
て
二
百
五
十
四
億
フ
ラ
ン

が
あ
り
、
合
計
し
た
住
宅
関
連
支
出
は
国
民

一
人
当
た
り
三
万
五
千
円
と
な
る
。
フ
ラ
ン

ス
に
つ
い
て
も
、
予
算
の
内
訳
を
住
宅
の
所

有
関
係
別
に
分
析
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
住
宅
に
対
す
る
補
助
が
二
百
三
十
億
フ

ラ
ン
、
持
ち
家
を
含
む
世
帯
に
対
す
る
住
宅

手
当
が
四
百
十
八
億
フ
ラ
ン
と
な
っ
て
い

る
。日

本
の
国
の
住
宅
予
算
は
一
兆
二
千
六
百

億
円
、
こ
の
う
ち
公
営
住
宅
に
四
千
七
百
億

円
、
公
団
住
宅
に
千
六
百
億
円
、
公
庫
の
補

給
金
と
し
て
三
千
九
百
億
円
な
ど
が
支
出
さ

れ
、
民
営
借
家
に
対
し
て
は
一
九
九
三
年
に

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
が
で
き
る
ま
で
は

ほ
と
ん
ど
支
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
等
の
住
宅
関
連
の
減
税
と
し
て

四
千
九
百
億
円
が
あ
り
、
合
計
し
た
住
宅
関

連
支
出
は
国
民
一
人
当
た
り
一
万
四
千
円
と

な
る
。

日
本
で
は
、
住
宅
関
連
支
出
の
五
十
％
が

持
ち
家
に
、
二
十
七
％
が
公
営
住
宅
に
、
九

％
が
公
団
賃
貸
住
宅
に
振
り
向
け
ら
れ
て
い

る
。
公
営
住
宅
の
ス
ト
ッ
ク
は
全
住
宅
の
五

％
で
あ
る
た
め
公
営
住
宅
に
は
平
均
の
五
倍

強
の
支
出
配
分
が
あ
り
、
こ
れ
に
地
方
公
共

団
体
か
ら
の
補
助
が
加
わ
る
た
め
に
最
も
手

厚
い
補
助
と
な
る
。
公
団
賃
貸
に
は
四
．
四

倍
、
持
ち
家
に
は
０
．
八
倍
、
民
間
借
家
に

は
ほ
と
ん
ど
支
出
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

日
本
は
住
宅
に
対
す
る
補
助
が
圧
倒
的
に

多
く
、
世
帯
に
対
す
る
補
助
が
こ
れ
ま
で
は

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
世
帯
に
対
す
る
家
賃

補
助
は
、
制
度
的
に
は
家
賃
対
策
補
助
と
し

て
、
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
促
進
制
度
の
中
で

開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
住
宅
予
算
に
占
め
る
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比
率
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

他
の
四
カ
国
は
、
社
会
保
障
費
等
か
ら
の

住
宅
手
当
を
含
め
れ
ば
、
住
宅
手
当
と
建
設

補
助
の
比
率
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
対
一
、

ド
イ
ツ
で
は
一
対
一
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
公
営

住
宅
へ
の
補
助
の
過
半
が
低
所
得
居
住
者
の

家
賃
減
額
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
住

宅
予
算
の
大
部
分
は
住
宅
手
当
・
家
賃
補
助

か
公
営
住
宅
居
住
者
の
家
賃
減
額
に
な
り
、

ア
メ
リ
カ
で
も
建
設
費
補
助
に
相
当
す
る
額

は
わ
ず
か
で
、
家
賃
補
助
と
公
営
住
宅
の
運

営
費
補
助
と
な
っ
て
い
る
。

世
帯
に
対
す
る
補
助
が
一
般
化
し
て
い
な

い
た
め
に
、
日
本
で
は
、
民
間
借
家
に
居
住

す
る
世
帯
に
対
す
る
補
助
が
ほ
と
ん
ど
な

い
。
民
間
借
家
の
ス
ト
ッ
ク
数
の
多
い
こ
と

を
考
慮
す
る
と
、
著
し
く
住
宅
予
算
の
配
分

が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
公
益
住
宅
企
業

や
Ｈ
Ｌ
Ｍ
組
織
の
借
家
に
補
助
が
行
わ
れ
る

だ
け
で
は
な
く
、
民
間
借
家
に
対
し
て
も
家

賃
補
助
が
支
給
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
原
則

と
し
て
公
営
住
宅
と
民
営
借
家
の
区
別
が
な

く
、
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
同
様
の
家
賃
補

助
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
予
算

額
と
し
て
は
公
営
住
宅
の
一
．
五
倍
の
予
算

配
分
を
民
間
借
家
の
居
住
世
帯
が
受
け
て
い

る
。所

得
階
層
と
住
宅
所
有
関
係
が
き
ち
ん
と

対
応
し
て
い
る
場
合
に
は
、
住
宅
に
対
す
る

補
助
に
重
点
を
置
き
、
公
的
借
家
の
補
助
を

手
厚
く
す
る
こ
と
に
問
題
を
生
じ
な
い
。
し

か
し
、
公
営
住
宅
に
多
く
の
所
得
超
過
者
が

居
住
し
、
民
営
借
家
に
多
く
の
低
所
得
者
が

居
住
す
る
日
本
の
現
状
で
は
、
民
営
借
家
の

低
所
得
居
住
者
へ
の
住
宅
予
算
の
配
分
を
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
本
稿
は
筆
者
の
個
人
的
な
見
解
に
基
づ
き
ま
と

め
た
も
の
で
あ
り
、
所
属
す
る
組
織
と
し
て
の
見

解
を
ま
と
め
た
も
の
で
は
な
い

）
。
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表１ 住宅ストックの所有関係

住宅総数 持ち家 民営借家 社会住宅

（万戸） ％ ％ ％

9,472 64.7 33.6 1.8アメリカ

2,381 66.8 9.9 23.3イギリス

3,289 38.8 52.9 8.3ドイツ

2,213 53.8 20.6 17.1フランス

4,007 60.8 32.0 7.2日本

表２ 住宅予算の比較

アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本

245 79 82 457 126住宅予算

億ドル 億ポンド 億マルク 億フラン 百億円

総予算に占める比率

1.8% 3.2% 1.9% 3.5% 1.7%

会計年度 年度 年度 年度 年度 年度1992 1993 1992 1988 1992

127 170 81 21 1換算率

円 ドル 円ポンド 円マルク 円フラン/ / / /

12,153 23,108 10,372 16,827 10,184一人当たり住宅予算

円 人 円 人 円 人 円 人 円 人/ / / / /

0 33 0 227 0社会保障からの支出

億ドル 億ポンド 億マルク 億フラン 百億円

800 52 28 254 49住宅関連減税

億ドル 億ポンド 億マルク 億フラン 百億円

1,045 163 110 938 175住宅関連支出合計

億ドル 億ポンド 億マルク 億フラン 百億円

51,887 47,887 13,889 34,569 14,103一人当たり住宅

関連支出 円 人 円 人 円 人 円 人 円 人/ / / / /
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表３ 分野別の住宅予算

アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本

住宅所有関係別支出 億ドル 億ポンド 億マルク 億フラン 百億円

63 53 0 0 47公営住宅

0 20 16その他社会住宅

100 33 0民間借家

800 52 34 315 88持ち家

81 7 75 623 24住宅全般

住宅支出比率

6.1% 32.2% 26.8%公営住宅

11.9% 9.2%その他社会住宅

9.6% 19.9%民間借家

76.6% 31.8% 31.3% 33.6% 50.3%持ち家

7.8% 4.1% 68.7% 66.4% 13.8%住宅全般

住宅・世帯 億ドル 億ポンド 億マルク 億フラン 百億円

63 72 31 230 102建設費・維持費補助

100 33 36 418 0住宅手当・家賃補助

800 52 28 254 49住宅関連減税

81 7 15 36 24分類不能


